
25,807組合員数（人） 78 3,221 596 543

5,511.5

市 　町 　名 北名古屋市 あま市 蟹江町 大治町 計

受益面積（ha） 6.2 689.7 94.5 71.9

◎受益面積及び組合員数 （令和元年11月１日現在）

922 496組合員数（人） 9,278 7,444 1,188 2,041

受益面積（ha） 1,705.7 1,846.8 392.2 450.7

市 　町 　名 一宮市  稲沢市 津島市 名古屋市

８
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令和元年 国営総合農地防災事業「新濃尾二期地区」にて中央管理所の場内整備を行いました。
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宮田用水土地改良区

理事長 山　田　一　己

新緑の候、組合員の皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また

日頃は、当改良区の運営につきまして、格別のご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

世界中を震撼させている新型コロナウィルスは、人々の生命・健康はもちろん、様々な業界へ

影響を与えております。罹患された皆様のご回復をお祈りするとともに我々も感染拡大させない

ことを第一に業務運営にあたっていきたいと考えております。

さて、昨年は、全国各地で大きな災害が発生致しました。8月末の九州北部を中心とした記録的

豪雨や台風１５号・１９号は、関東・東北地方に甚大な被害をもたらしました。お亡くなりにな

られた皆様には心よりご冥福を祈り、一刻も早い復旧復興を願うところであります。

今年度の通水でありますが、犬山頭首工からの取水は３月２６日より開始しております。受益

地区全域に配水するよう最大限の努力をしますが、与えられた取水量には限りがあり、ほぼ全域

で時間割による「番水制」を実施しなければなりません。組合員の皆様には大変なご苦労と不自

由を強いることとなりますが、何卒ご理解ご協力をお願いしたいと思います。

今年３月１９日に開催された通常総代会は、感染リスクを最小限にとどめるため書面議決権行

使を活用し、規模縮小して行われ、令和２年度予算案を始めとする１８議案を可決成立させてい

ただきました。大変厳しい財政状況の中ではありますが賦課金におきましては据え置きとし、引

き続き経費削減に努力してまいります。令和２年度一般会計収支予算は、総額５億９，２７４万

円、対前年度比９７．０％、額にして１，８１７万円の減額となっております。前年度に比較し

職員の減員によるものが主な要因です。なお、施設の持つ多面的機能に着目し、令和2年度から国

営造成施設管理体制整備促進事業に取り組むことにより、年間１，７８１万円の管理体制整備強

化支援費を見込んでおります。

また、第１号議案から第４号議案では、土地改良法の一部改正が行われたことにより総代選挙

や役員選任方法を改正する定款等の改正や配水計画のルール化のための利水調整規程の制定の議

決をいただきました。

利水調整規程の制定に伴い、令和3年度以降の配水計画は各地区の耕作者の意見を代表する方は

総代の皆様となるため、新たな職務をお願いすることとなります。8月に新たに総代に就任される

方には改めて説明する予定です。

財務会計制度において、貸借対照表の作成義務化については、令和４年度から複式簿記に移行

し、員外監事の導入については、例外規定により税理士と顧問契約を締結することとしました。

土地改良区としても、新たな法制度のもと、立ち後れることなく情報享受しながら、より適正

な運営に努め、地域農業の声を今後の農政に反映できるよう国や県に発信していきたいと考えて

おります。

国県営事業についてですが、国営総合農地防災事業「新濃尾二期地区」は、主工事は木津用水

地域に移っておりますが、犬山頭首工左岸導水路余水吐で小水力発電施設の建設が計画され、現

在国において実施設計が行われており、令和６年度からの稼働を目指し鋭意進められております。

この発電施設の売電収益は、土地改良施設の維持管理費に充当することが可能となり、管理費の

軽減につながるものであります。

県営土地改良事業では、老朽化した用水管の更新整備や地域排水の役割を担う旧水路の整備を

中心として、７事業１３地区について、引き続き関係機関と連携しながら実施してまいります。

最後に、今年は、役員（理事・監事）及び総代の交代の年でもあります。そういう意味からも

大変重要な年となります。組合員の皆様と役職員力を合わせて運営に全力を挙げていきたいと

思っております。組合員皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご あ い さ つ
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愛知県土地改良事業団体連合会

会　長 中　野　治　美

新 年 度 を 迎 え て

若葉が薫る季節となりました。山田理事長はじめ組合員の皆様方には、ますますご健勝に

てご活躍のこととお喜び申し上げます。

また、平素より、土地改良事業の推進に格別なご支援、ご協力をいただき、心から厚くお

礼申し上げます。

本県は全国有数の土地改良先進県として、農業生産を支える基盤づくりと、多面的機能の

発揮により県民の食生活と地域環境を支える重要な役割を果たし、発展してきたところであ

ります。

さて、令和２年度の農業農村整備関連予算は国の概算決定におきまして、臨時・特別の措

置も含め、４，９７３億円であり、平成21年度当初比では８６．２％にとどまっており、地

域ニーズに応じた事業を展開するためには、農業農村整備事業の当初予算の安定的な確保が

不可欠です。ご承知のように愛知県は、古くから木曽川・矢作川・豊川の三大水系を中心と

して、先人の努力により宮田用水を始め数多くの農業用水路が開削され、各水系で大規模水

利事業を展開してきたことにより、農業生産額で中部地方最大の農業県であり、これを支え

ていくためにも、計画的かつ着実に農業生産基盤の整備を進めていかなければなりません。

貴土地改良区が管理されています宮田用水は、四百年もの間、尾張平野を潤し、尾張地域

の農業を支え続けている貴重な用水であるとともに、地域の防災・減災対策をも担う重要な

用水であり、今後も大切な施設を災害から守るための事業が着実に推進されるよう、山田理

事長はじめ、組合員の皆様のお力添えをいただき、当初予算での土地改良予算の安定的な確

保を目標として、積極的に要請活動等に取り組んで参りたいと思います。

また、現在主工事は木津用水地域に移っておりますが、国営総合農地防災事業「新濃尾二

期地区」による、犬山頭首工左岸導水路余水吐での小水力発電施設の建設や水質保全対策事

業による光堂分水路の更新整備など実施されていると聞き及んでおります。

本会といたしましても、これまで培ってきた技術と蓄積された経験を活かし、貴土地改良

区が取り組む各種土地改良事業や施設の維持管理等が円滑に実施されますよう「闘う土地改

良」を旗印として、着実な土地改良事業の推進に貢献して参る所存でございます。

終わりに、伝統ある貴土地改良区が、江戸時代から脈々と受け継がれた農業用水を維持管

理されてこられ、"都市との共生"を図りながら、地域に大きく寄与される土地改良区として、

ますますご繁栄されますようお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。
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新濃尾農地防災事業所

所　長 宮 森 俊 光

薫風の候、宮田用水土地改良区の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より、国営事業の推進につきまして、多大なるご支援とご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。

国営新濃尾土地改良事業につきましては、平成１０年度に事業に着手して以来、皆様のご協

力のおかげで順調に進捗しております。新濃尾（一期）地区においては、犬山頭首工や大江排

水路の改修を行い、平成２１年度に完了いたしました。また、新濃尾（二期）地区として、平

成１９年度より宮田導水路の改修を行ってきたところでございますが、すでに全体９.８kmの

用水路改修を了し、平成２７年度より用排水分離された水路による通水が実現しております。

用排水分離による通水後も、新たな水管理システムの導入に係る工事や側水路工事等を行い、

これまで整備してきた施設をより適切に、より安全に使っていただくための整備を行っており

ます。これら施設につきましては、改良区の皆様に適切に管理・運用いただいているところで

ありますが、より良い施設を整備するため、引き続きご助言、ご支援を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

さて、当地区の令和２年度予算につきましては、皆様のご支援により１７．３億円の予算が

措置されました。また、令和元年度補正予算でも１．４億円が措置されており、両予算を合わ

せ、今年度事業の推進に必要な予算が確保されております。特に、令和２年度予算においては、

宮田導水路の水管理施設を完成させるため、臨時・特別の措置として3千万円が確保されまし

た。水管理施設の完成により、幹線水路全線において農業用水の安定供給及び安全な管理が可

能となります。

また、平成２９年度からは、宮田用水土地改良区をはじめとした関係機関の総意のもと、犬

山頭首工小水力発電施設の実施設計に着手しております。現在、河川管理者等との協議を進め

ており、実施設計及び協議は順調に進捗しております。小水力発電施設の早期の供用開始に向

け、引き続き必要な手続きを進めてまいります。

近年、平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）、令和元年台風１９号など自然災害が頻発してお

ります。特に、時間降水量５０ｍｍ以上、日降水量１００ｍｍ以上となるような大雨が増加傾

向にあり、豪雨による災害が顕著になっております。昨年は、宮田用水土地改良区管内におい

ても日降水量１００ｍｍを超えるような大雨がありましたが、国営事業で整備した施設を適切

に運用いただいたこともあり、大きな災害はございませんでした。しかしながら、いつどこで

どのような災害が発生するか予測することは難しく、このような災害に対してどのように防災

体制を確立していくかが課題となっています。このような中でも、地域に安全・安心を届ける

ため、引き続き宮田用水土地改良区の皆様には、国営事業で整備した施設を適切に管理・運用

いただくことをお願いするとともに、国としましても必要な施策を講じ、農業・農村の防災・

減災対策を推進してまいります。

最後になりましたが、宮田用水土地改良区の益々のご発展とご活躍を祈念申し上げるととも

に、引き続き新濃尾土地改良事業の推進にご支援賜りますようお願い申し上げ、私からのご挨

拶とさせていただきます。
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▲工事着工前 ▲工事完了後

　令和２年度は、一宮市等におい
て水管理施設の整備工事を行いま
す。
　周辺住民の皆様には、工事期間
中ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
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▲工事着工前 ▲工事完了後

◇国営総合農地防災事業新濃尾二期地区の実施状況（宮田導水路）◇

中央管理所（写真左中央）において、場内舗装やフェンス設置などの整備工事
を実施しました。

宮田導水路の側水路に排水が流入することから、悪臭や病害虫発生を抑制するため
に、側水路に蓋を掛ける工事を行いました。（写真は江南市宮田神明町地内）

○令和２年度工事予定
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総 代 山 田 一 己 （２０年） 令和２年３月２７日理事会表彰

総 代 岩 田 公 雄 （２０年） 令和２年３月２７日理事会表彰

令和２年３月２７日理事会表彰
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◎通常総代会議案

宮田用水土地改良区定款の一部改正について

第 ２ 号 議 案

第 ３ 号 議 案 議長、副議長、総代、理事、監事及び治水委員の費用弁償支給規程の一部改正について

第 ５ 号 議 案 令和元年度一般会計収支補正予算について

第 ７ 号 議 案 令和元年度決済金特別会計収支補正予算について

事業費積立基金運用について第 18 号 議 案

第 １ 号 議 案

宮田用水土地改良区規約の一部改正について

第 ９ 号 議 案

令和２年３月１９日開催の通常総代会で次の各議案が審議可決されました。

土地改良施設維持管理適正化事業の実施について第 ８ 号 議 案

第 ４ 号 議 案

令和２年度組合費の賦課徴収方法とその時期の制定について

第 ６ 号 議 案 令和元年度工事施行について

宮田用水土地改良区利水調整規程の制定について

第 10 号 議 案

令和２年度職員退職給与特別会計収支予算について

第 17 号 議 案 令和２年度発電事業特別会計収支予算について

令和２年度一般会計収支予算について

令和２年度工事施行について

令和２年度決済金の賦課徴収方法とその時期の制定について

第 16 号 議 案

第 14 号 議 案

第 11 号 議 案

第 13 号 議 案 令和２年度取引金融機関について

令和２年度決済金特別会計収支予算について第 15 号 議 案

令和２年度一時借入れについて第 12 号 議 案

◯総代及び職員として長年事業の推進に尽くした功績大なるものと認められ表彰されました。

　令和２年3月19日開催 通常総代会

議長を務める青木総代

令和２年3月19日開催 通常総代会
新型コロナウイルス感染対策のため書面による

議決権を行使（職員による開封作業）

庶 務 課 係 長 北 角 真 司 （２０年）

総 代 佐 藤 正 晴 （２０年） 令和２年３月２７日理事会表彰

永年勤続表彰
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5,000,000

合 計 592,741,000 合 計 592,741,000

11. 予 備 費

2,340,000

10. 繰 入 金 145,394,000 10. 繰 出 金 20,000,000

9. 繰 越 金 12,000,000 9. 拠 出 金

19,804,000

8. 借 入 金 1,000 8. 負担金及び分担金 14,192,000

7. 雑 収 入 8,856,000 7. 諸 費

26,675,000

6. 寄 付 金 1,000 6. 借 入 金 2,011,000

5. 交 付 金 3,150,000 5. 財 産 費

160,848,000

4. 補 助 金 87,067,000 4. 災 害 復 旧 事 業 費 301,000

3. 使 用 料 48,620,000 3. 維 持 管 理 費

338,860,000

2. 財 産 収 入 1,024,000 2. 選 挙 費 2,710,000

1. 組 合 費 286,628,000 1. 事 務 費

第　53　号 広　報　宮　田　用　水 令和2年5月発行

　通常総代会で議決された本年度予算は次のとおりです。

【一般会計】

◎令和2年度予算

収 入 支 出

款 予　算　額　（円） 款 予　算　額　（円）

365,799,000

【職員退職給与特別会計】
収 入 支 出

1. 決 済 金 198,600,000 1.

【決済金特別会計】

積 立 基 金 194,349,000

収 入 支 出
款 予　算　額　（円） 款 予　算　額　（円）

9,001,000
3. 繰 入 金 133,699,000 3. 繰 出 金 133,699,000
2. 積 立 基 金 収 入 4,750,000 2. 諸 費

合 計 365,800,000 合 計

合 計 337,049,000 合 計

2. 積 立 基 金 収 入 1,000,000

337,049,000

退 職 手 当 金

【発電事業特別会計】
収 入 支 出

365,800,000

2. 諸 費 1,000
3. 繰 越 金 344,800,000

款 予　算　額　（円） 款 予　算　額　（円）
1. 繰 入 金 20,000,000 1.

合 計 1,600,000 合 計 1,600,000

款 予　算　額　（円） 款 予　算　額　（円）
1. 売 電 収 入 1,600,000 1. 繰 出 金 1,600,000

事務費

57.2%

選挙費

0.5%

維持管理費

27.1%

災害復旧事業費

0.1%

財産費

4.5%

借入金

0.3% 諸費

3.3%

負担金及び分担金

2.4%
拠出金

0.4%
繰出金

3.4%
予備費

0.8%

組合費

48.4%

財産収入

0.2%

使用料

8.2%

補助金

14.7%

交付金

0.5%

雑収入

1.5%

繰越金

2.0%

繰入金

24.5%

令和2年度予算

収 入
令和2年度予算

支 出
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合 計 306,023,939 合 計 306,023,939

2. 諸 費 2,254,920
3. 繰 入 金 127,822,000 3. 繰 出 金 127,822,000

負担金及び分担金 15,369,102
9. 繰 越 金 9. 拠 出 金

8.

収 入 支 出

【決済金特別会計】

13,202,146 3,360,000
繰 出 金 20,000,00010. 繰 入 金 134,975,895 10.

8. 借 入 金 0

借 入 金 2,008,640
7. 雑 収 入 8,361,388 7. 諸 費 20,243,121
6. 寄 付 金 0 6.

4. 補 助 金 74,171,963 4. 災 害 復 旧 事 業 費 27,715
5. 交 付 金 17,550,000 5. 財 産 費 15,468,284

2. 財 産 収 入 872,424 2. 選 挙 費 0
3. 使 用 料 50,457,994 3. 維 持 管 理 費 175,229,166

款 決　算　額　（円） 款 決　算　額　（円）
1. 組 合 費 285,607,100 1. 事 務 費 321,978,578

令和2年5月発行第　53　号 広　報　宮　田　用　水

◎財務状況の公表

　平成３０年度宮田用水土地改良区各会計決算及び財産目録は、令和元年１０月１８日開催の臨時総代会に
おいて承認されました。
　本誌に掲載することにより、宮田用水土地改良区規約第47条に規定する財務状況の公表といたします。

　●平成３０年度決算　（令和元年１０月１８日　臨時総代会で承認）

【一般会計】
収 入 支 出

　※収入、支出差引残金　11,514,304円は、令和元年度へ繰越

　※収入、支出差引残金　なし

11. 予 備 費 0
合 計 585,198,910 合 計 573,684,606

款 決　算　額　（円） 款 決　算　額　（円）
1. 決 済 金 174,514,930 1. 積 立 基 金 175,947,019
2. 積 立 基 金 収 入 3,687,009

　※収入、支出差引残金　396,011,963円は、令和元年度へ繰越

【職員退職給与特別会計】
収 入 支 出

款 決　算　額　（円） 款 決　算　額　（円）

0
20,000,000 844,450

2. 積 立 基 金 収 入 2. 諸 費
1. 繰 入 金 1. 退 職 手 当 金

1,614,999

合 計 396,856,413 合 計 844,450
3. 繰 越 金 375,241,414

　※収入、支出差引残金　なし

【発電事業特別会計】
収 入 支 出

款 決　算　額　（円） 款 決　算　額　（円）
1,538,321

合 計 1,538,321 合 計 1,538,321
1. 売 電 収 入 1,538,321 1. 繰 出 金

3,429,700,619

資 産 負 債
摘　　　要 金　　　額（円）

　●平成３０年度財産目録　（令和元年５月３１日調製）

摘　　　要 金　　　額（円）

2.
1.

資 産 合 計 4,207,523,433 負 債 合 計 3,433,700,619

長 期 負 債 4,000,000
固 定 資 産 656,199,611 2. 短 期 負 債
流 動 資 産 3,551,323,822 1.
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第　53　号 広　報　宮　田　用　水 令和2年5月発行

◇土地改良区検査が実施されました◇

　お　く　や　み

総代　福田學氏が去る令和元年８月2１日に、杁樋管理人　石黒光夫氏が去る令和元年９月
2４日に、総代　鵜飼宗雄氏が去る令和元年1１月１７日に、ご逝去されました。
　生前、土地改良区の運営並びに土地改良事業の推進にご尽力賜りましたことに深く感謝を
申し上げ、謹んでご冥福をお祈り致します。

　令和元年８月７日、８日及び９月９日～１３日の７日間、土地改良法第132条第１項に基づく土地
改良区検査が実施され、農林水産省の土地改良区検査官による検査を受けました。
　平成28年度から平成30年度までの会計及び経理状況、定款規約等の土地改良区組織運営について検
査され、検査結果については、指摘事項なしと認められました。

宮田用水土地改良区の平成３０年度決算監査として、令和元年７月１１日に、業務、会計及び
財産の状況について、監査をした結果、適正なものと認められるので、定款第21条第1項の規定
に基づき理事会及び総代会に伊藤総括監事が報告しました。

監 査 結 果 報 告

〔決算監査 現地検査〕〔決算監査 書類検査〕

〔土地改良区検査 講評〕
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○

宮田用水土地改良区は、農業用用排水施設の維持管理を行っており、この維持管理費に充
てるために区域内農地（田）に賦課金がかかります。

公共事業（道路、学校用地、公園、河川、水路等）用地として売買、又は寄付される農地
（田）についても、決済金の納入が必要となります。

○ 農業者年金の受給による経営移譲の場合

　農業委員会に届出（所有権、耕作権の設定）済、或いは登記の完了により土地改良区の台帳
は自然に加除されることはありません。土地改良区の台帳は組合員からの異動通知によって
加除されることになっておりますので、他の人に売却されても本人から通知がなければその
まま賦課されますので異動がありましたら必ずお届け下さい。

　農地転用等により区域内農地（田）が減少しても、農業用用排水施設の維持管理費は減少し

ませんので、残った組合員の負担過重とならないよう、農地転用等をされる時に維持管理費の

今後相当期間分の負担額を一括して納めていただくものです。

○ 農地（田）を宅地、その他に転用される場合、又は畑に転換される場合には、当改良区へ
の手続きと決済金（維持管理補償費）の納入が必要となります。

○ 土地区画整理事業施行中は、農地(田)として利用されていなくても賦課金はかかります。事
業中の転用(埋立含む)をされる場合は、決済の手続きをして下さい。
決済の手続きをされないとそのまま賦課の対象となりますのでご注意下さい。

　下記の場合は、土地改良法第４３条により変更通知をしていただくことになっておりますか
ら、当改良区徴収課までご連絡していただき、所定の手続きをして下さい。

○ 組合員が死亡した場合

○ 組合員が農地（田）の喪失又は、取得した場合（農地(田)の異動、売却、譲与等）

○

○ 農地を異動し、旧組合員に未納金がある場合は、新組合員に未納金の納入義務
（土地改良法第42条）が生じますので、納め忘れがないようにご注意下さい。

○ 賦課基準日は毎年４月１日現在の土地を対象に賦課されますので、異動、農地転用があり
ましたら速やかに届出をして下さい。賦課に関する土地原簿の閲覧等につきましては、当
改良区徴収課までご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,000m2当たり）

賦 課 金 5,240 円

決 済 金 331,000 円

令和２年度賦課金・決済金は、通常総代会で下記のとおり決定しました。

第　53　号 広　報　宮　田　用　水 令和2年5月発行

◎令和2年度賦課金・決済金について

●賦課金について

●組合員の資格取得・喪失の届出について

●農地（田）に異動があったときは、当改良区に必ずお届け下さい

●決済金とは

●農地転用、地区除外申請等について
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●

●

○ 昨年度まで口座振替にて賦課金を納付いただいた方は、令和２年度よりハガキでのお知らせに

変更となります。

○ 昨年度まで大治町役場建設部産業環境課にてお願いしておりました地区除外申請の受付及び税
務課での決済金等の事務につきましては、今年度より当改良区へ移管となりましたので、直接
当改良区徴収課へ申請をお願い致します。

2. 口座振替のお申し込みについては、口座振替依頼書に必要事項を記入の上、預金通帳、
印鑑（届出印）をご持参の上、各金融機関窓口に提出して下さい。口座振替依頼書につ
いては、宮田用水土地改良区徴収課までお問い合わせ下さい。
ゆうちょ銀行専用の自動払込利用申込書は郵便局に用意してあります。

個人情報保護規程により、窓口で本人確認を行います。

お手数ですが、ご協力をお願い致します。

○ 昨年度まで大治町役場総務部税務課にてお願いしておりました賦課事務につきましては、今年
度より当改良区へ移管となりましたので、賦課金等についてのお問い合わせは、直接当改良区
徴収課へお願い致します。尚、徴収委任につきましては継続していただいておりますので、納
付場所の変更はございません。

3. 口座振替のできる取扱金融機関は次のとおりとなっております。

愛知県内の農業協同組合・三菱UFJ銀行・大垣共立銀行・尾西信用金庫・ゆうちょ銀行

※賦課金等についてのお問い合わせは直接当改良区徴収課までお願いします。

◆ 本人確認のお願い

個人情報保護規程により、各種申請書を代理人が提出する場合は、委任状が必要です。

お手数ですが、ご協力をお願い致します。

◆ 委任状について

第　53　号 広　報　宮　田　用　水 令和2年5月発行

1. 宮田用水が徴収事務を行っている以下の地区については、口座振替がご利用できます。
一宮市・稲沢市・愛西市・蟹江町・北名古屋市・名古屋市（港区・中川区・西区）・
津島市

宮田用水ホームページより、徴収課及び用排水課関係の各種申請書がダウンロード

できますのでご利用ください。

ホームページアドレス https://www.miyatayousui.or.jp

便利な口座振替をご利用下さい

●大治町に賦課地（田）のある組合員の皆様へ

●大治町地域の農地転用事務窓口が変更になります
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第　53　号 広　報　宮　田　用　水 令和2年5月発行

◎今年は総代選挙の年です。投票日は、７月１６日(木)です。

選挙区名 選　　挙　　区　　域 総代数 選挙区名

立候補の届出日 令和２年６月１６日(火)　午前９時～午後５時の受付　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　６月１７日(水)　午前９時～午後５時の受付

立候補の届出先 宮田用水土地改良区庶務課　稲沢市稲沢町北山１７８番地

　総代に立候補される方は、年齢20歳（この場合、満年齢をさし、投票日現在で満20歳の
者）以上で土地改良区の組合員であること（禁固刑以上の刑に処せられ執行中のものは該当
しない。）となります。

選　　挙　　区　　域 総代数

第１区 一宮市（旧一宮市） ２人 第14区 稲沢市（大里） ３人

　現総代の任期がこの８月９日をもって任期満了となります。
　７月１６日(木)に執行される総代選挙については、法改正前は、愛知県選挙管理委員会が
関係市町の協力を得て実施していましたが、土地改良法改正に伴い、今回から土地改良区が
選挙を実施、管理することになりましたのでお知らせいたします。

第３区 一宮市（葉栗、浅井、北方） ４人 第16区 稲沢市平和町 ３人

第２区 一宮市（西成、千秋、丹陽） ５人 第15区 稲沢市祖父江町 ５人

令和２年６月１６日(火)から１７日(水)の２日間

１．選挙の公告

２．投票日

※立候補届出用紙は、宮田用水土地改良区事務所にありますので、取りに来て下さい。
※立候補の届出は、郵送では受け付けられません。また、立候補者の代理人による届出は受
け付けられませんのでご注意下さい。

第５区 一宮市（奥町、今伊勢） ２人 第18区 あま市（旧七宝町） ３人

第４区 一宮市（大和） ３人 第17区 津島市 ４人

第７区 一宮市木曽川町 ２人 第20区 あま市（旧美和町） ３人

第６区 一宮市（萩原） ３人 第19区 あま市（旧甚目寺町） ３人

愛西市 １人

第９区 一宮市（朝日） ３人

第12区 稲沢市（明治） ３人 第25区 名古屋市中川区 4人

第11区 稲沢市（旧稲沢町） ４人 第24区 名古屋市港区 5人

総代選挙に関するお問合せは、土地改良区のみです。総務部庶務課にお問合せ下さい。

令和２年７月１６日(木)　午前９時～午後３時

３．立候補の届出

４．選挙区及び総代定数

宮田用水土地改良区の組合員で、投票日に２０歳以上の方が立候補者となれます。

令和２年度から選挙区は、清須市、北名古屋市、名古屋市西区が合区され２７選挙区
から２５選挙区になりました。

第13区 稲沢市（千代田） ３人 計 80人

第22区 大治町 ２人

第８区 一宮市（起、開明） ３人 第21区 蟹江町 ２人

第10区 清須市､北名古屋市､名古屋市西区 5人 第23区
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　土地改良区は、農業生産の基盤となる土地改良施設を適切に維持管理し、将来にわたって
良好な営農環境を維持する役割を果たしています。今後、高齢化による離農や農地の利用集
積の進展に伴い、土地持ち非農家の増加が見込まれる中で、土地改良区が施設の維持管理、
更新等を的確に行っていくためには、耕作者の意見が適切に反映されるような事業運営を確
立していくことが必要となります。
　また、組合員数等の減少により、土地改良区の業務執行体制が脆弱化する中で、適正な業
務運営を確保しつつ、より一層の事務の効率化や改善を図る必要があります。このため、土
地改良法が改正され平成31年4月1日から施行されました。
　本改正に伴う宮田用水土地改良区の対応方針は、下記のとおりです。

配水計画は、令和3
年度から利水調整規
程に基づく計画を実
施する。

総代選挙について選
挙管理委員会による
管理を廃止

義務

定款・規約
・定款附属
書総代選挙
規程(新設)

○
令和2年度総代総選
挙（令和2年8月）
より適用。

③総代会制度

①理事の資格要件

理事の5分の3以上
は原則として耕作者
である組合員

義務

定款附属書
役員選任規
程(同役員選
挙規程は廃
止)

○

規程上で耕作者・非
耕作者理事の定数区
分はしない。
令和2年度役員改選
より理事就任予定者
の耕作状況等の確認
を実施する。

国は、法改正理由として、殆どの土地
改良区で総代選挙は無投票となってお
り、選挙費用や事務手続が負担となっ
ているとし、選挙管理員会による管理
を廃止し、土地改良区の管理に変更し
たとしているため。
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◎土地改良法改正に伴う宮田用水土地改良区の対応方針について

○今回の土地改良法改正の趣旨

当改良区では、現状において法定要件
は満たされると考えられるため、耕作
者理事の定数を定める必要はないと考
える。
ただし、理事となるものについては申
請等の提出を求め、必要に応じて各市
町農業委員会の農地台帳の記録で確認
する。

②利水調整規程

利水調整規程を策定
し、利水調整をルー
ル化

義務
定款・規約
・利水調整
規程(新設)

○

水路ごとの時間割配水は引き続き行う
こととし、宮田用水全体の配水計画を
利水調整規程で定めることとする。
年度ごとの配水計画を決定するのは理
事会とし、計画にあたって地区におけ
る耕作者の意見を代表するものは総代
とする。

④決算関係書類

収支決算書に加え、
原則として貸借対照
表を作成（決算関係
書類の作成・公表）

義務
規約・会計
細則

○

規約、会計細則の改
正は、令和3年度ま
でに整備。
令和4年度より適
用。

令和２年度を土地改良施設の資産評価
を行う期間とし、令和３年度は複式簿
記への移行期間として並行して会計処
理を行うこととするため。

改正要綱
義務・任
意の別

諸規程
の整備

宮田用水土地改良区の対応

導入 非導入 対応方針 理由

⑤員外監事

監事のうち1人以上
は原則として員外監
事

義務
○

例外規定
を適用

令和2年度より税理
士と顧問契約締結。

公認会計士・税理士と顧問契約を締結
している場合や県土連の会計指導員か
ら指導を受けていれば例外として、員
外監事は設けなくてよいと定められて
いるため。
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10月15日 まで
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◎令和２年度宮田用水取水計画表

4月6日 から 4月21日 から 5月26日 から 6月26日 から
まで 6月25日 まで

最 大 取 水 量 6.48 ㎥／秒 20.81 ㎥／秒

期 間

25.66 ㎥／秒 26.82 ㎥／秒

4月20日 まで 5月25日

　宮田用水土地改良区は、農業用水の維持管理の実施を目的として、土地改良法に基
づき設立された農業者の組織です。
　その業務は、宮田用水土地改良区の管理する水路の維持管理と、宮田用水土地改良
区が管理する分水口に水を送ることです。
　宮田用水土地改良区から送られた配水は、市町が管理する水路や、地元土地改良区
また地元が管理する水路を通じて、農地に供給されます。

下記緊急時の場合は、犬山頭首工において取入水門の全閉処理を行うため、通水をス
トップすることがありますので、ご承知おき下さい。

※

　　①地震発生の際、震度５以上の場合

　　②NTT回線が寸断された場合

　　③今渡地点の木曽川本川流量が3,000㎥/秒を超えた場合

通水停止等連絡事項をホームページに掲載しますのでご確認ください。

お 願 い ！

２．番水制によるかんがい地区は、時間割表に基づき引水し、持ち時間終了後は必ず

止水して下さい。

３．水路にゴミを捨てない。また、捨てる人を見かけたら注意をお願いします。

１．地域みんなの水です。排水路等に無効放流のないようバルブ操作をお願いします。
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午前８時３０分～午後５時１５分まで
中央管理所では、４月6日～10月1４日まで土日祝日夜間、職員が常駐しています
※ 常駐期間の終期は、水利用状態により変更する場合があります。

勤務時間：
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　ロータリー等直装型作業機を装着した状態のトラクターが、灯火器類、車両幅、
最高速度、運転免許等の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。周囲
の方々への安全を第一に、注意して走行してください。詳細ついては、お近くの農機
販売店や､地方運輸局､地方農政局､(一社)日本農業機械工業会にご確認ください。

◇事務局機構図◇

事 務 局 総 務 部 庶 務 課

会 計 課

徴 収 課

工 務 部 用排水課

中央管理所

作業機付きトラクターの公道走行について

予算・会議・人事・給与・福利厚生・物品管理・広報活動・財産管理

金銭の受け払い、決算・監査など出納事務

賦課金の賦課徴収事務・耕作地の異動届・名義変更届・農振除外・
農地転用に関すること

上之島分水路など支線水路の配水調整・工事・施設の維持管理・
他事業調整・水路占用許可・使用料徴収・境界立会に関すること

通水期の水に関する休日夜間の連絡先、宮田導水路・大江幹線などの
幹線水路の配水調整・工事・施設の維持管理に関すること
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※用排水施設整備事業光堂地区の二段書きは上段が全体事業費（建設部込）、下段が農林負担分です。

※水質保全対策事業大塚井筋地区の令和２年度事業費には、令和元年度補正50,000千円と、海部農林実施分30,000千円を含みます。

水 質 保 全 対 策 事 業
法 立 西 井 筋 地 区

2,072,000

90.2 H28

683,000

18.3 H29

水 環 境 整 備 事 業
宮 田 導 水 路 ２ 期 地 区

689,000
利用保全施設等

一式

229,168 1,340.0

2,950.0 104,735 48.0

24,000 雑工一式

2,240.0 217,998 968.0 100,000 370.0

津島市莪原町地内にて用水管（DCIP管）布設状況 海部郡大治町大字砂子地内の遊歩道

　宮田用水土地改良区管内で実施されている県営事業は下記のとおりでありますが、今後も早期完成を

めざし、積極的に事業推進に努めてまいりますので、関係機関並びに関係地域のご理解とご協力をお願

い申し上げます。

288,000 99,999
排水路工
L=190m

H29

181,371
利用保全施設等

一式

5.1 H30

724,000
利用保全施設等

一式
273,638

利用保全施設等
一式

100,000
利用保全施設等

一式
37.8 H25

31.9 H29

地 盤 沈 下 対 策 事 業
日 光 川 土 吐 川 分 水 地 区

254,000 1,340.0

地 盤 沈 下 対 策 事 業
日 光 川 莪 原 分 水 地 区

水 環 境 整 備 事 業
大 江 川 ４ 期 地 区

水 質 保 全 対 策 事 業
大 塚 井 筋 地 区

60,000 34.7 H30
震 災 対 策 農 業 水 利 施 設
整 備 事 業 奥 村 井 筋 地 区

用 排 水 施 設 整 備 事 業
光 堂 地 区

取水堰２か所

100,000
利用保全施設等

一式
26.3 H26

4,399,000 804,525

130,000 150.0

15,000

取水堰
１か所の1部

103,365
(55,000)

取水堰
１か所の1部

排水路工
L=130m

水 環 境 整 備 事 業
萱 津 地 区

67.4 H25

296,000
利用保全施設等

一式
159,996

利用保全施設等
一式

20,000
利用保全施設等

一式
54.1 H27

453,000

水 環 境 整 備 事 業
砂 子 地 区

利用保全施設等
一式

305,204
利用保全施設等

一式
20,000

利用保全施設等
一式
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進捗状況

地　　区　　名
総 事 業 費 総 事 業 量 R1年度迄の R1年度迄の R2年度 R2年度予定 進捗率 着工

年度
　　　　　千円 　　　　　　ｍ 事業費　千円 事業量　　ｍ 事業費　千円 事業量　　ｍ %

◆県営事業実施状況◆

た ん 水 防 除 事 業
片 原 一 色 第 ２ 地 区

819,000 －

排水路工
L=6,472m

排水路工
L=860m

排水路工
L=200m

601,000
(320,000)

排水路工
L=700m

用水路工
L=10,000m

排水機場1カ所
導水路（法立井筋）

L=965m

340,000

実施設計１式

158,240
(84,200)

地盤沈下対策事業　日光川莪原分水地区 水環境整備事業　砂子地区

26.3

計画調査1式 － 15,000 計画調査1式 0.0

1.8 R1

－
土地改良施設耐震対策事業
一宮９期地区（内新多加木
地区計画調査）

30,000 0.0 R2実施設計１式－

事業施工状況

水 質 保 全 対 策 事 業
新 光 堂 川 用 水 地 区

4,424,000 80,000 － 76,000

R2
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